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第３章 目 標 と 取 組

この計画は、消費生活条例の体系に基づく５つの基本目標と、その下に17の重点目標を定め、

総合的に取り組みます。

１　 計画の体系図

基本目標Ⅰ　消費者被害の防止・救済

基本目標Ⅱ　消費者教育の推進

〈重点目標〉 〈施策の方向〉

①県消費生活センターの充実

②市町村の相談体制充実への支援

③高齢者等の消費者被害を防止するための地域

　の見守りネットワーク構築の促進

④障害のある人の支援ネットワーク構築の促進

⑤若年者の消費者被害防止

⑥外国人の消費者トラブルの解決支援

⑦消費者の権利擁護

１　消費者被害の防止【重点施策】

①様々な被害からの救済２　消費者被害からの救済

〈重点目標〉 〈施策の方向〉

①学校教育等での消費者教育の推進

②地域社会での消費者教育の推進

③家庭での消費者教育の推進

④職域での消費者教育の推進

１　ライフステージに応じた
　　消費者教育の実施　 【重点施策】

①成年年齢引下げに対応した消費者教育・啓発

　の強化

２　若年者への消費者教育の推進
　　　　　　　　　　　 【重点施策】

①幼･小･中･高等学校等における教員の指導力

　の向上

②大学等における教職員の指導力の向上

③地域人材の育成

３　消費者教育を担う人材の育成

①環境教育との連携

②食育との連携

③金融教育との連携

④情報教育との連携

⑤その他の関連する教育との連携

４　他の関連する教育との連携

①消費生活に関する啓発・情報提供の充実５　消費生活に関する啓発・情報提供
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基本目標Ⅴ　安全・安心な商品・サービスの確保

〈重点目標〉 〈施策の方向〉

①生産段階での食の安全確保

②製造から販売段階での食の安全確保

③消費段階での食の安全確保

１　生産から消費に至る一貫した

　　食の安全確保

①家庭用品等の安全性の確保

②医薬品等の安全性の確保

③サービスの安全性の確保

④住宅の安全性の確保

２　商品（食品以外）･サービスの

　　安全性の確保

①情報の提供

②相互理解の促進

３　安心の定着に向けた信頼の確立

　【計画期間中の重点施策】 P41

　　　◉消費者被害の防止（基本目標Ⅰ、重点目標１）

　　　◉ライフステージに応じた消費者教育の実施（基本目標Ⅱ、重点目標１）

　　　◉若年者への消費者教育の推進（基本目標Ⅱ、重点目標２）

基本目標Ⅲ　消費者の主体的な活動への支援

〈重点目標〉 〈施策の方向〉

①エシカル消費（倫理的消費）の普及啓発

②「もったいない」運動の推進

③地球温暖化防止対策の推進

④食品ロス削減の推進

１　公正で持続可能な社会を目指した

　　消費生活の促進

①消費者団体の活動の促進

②消費者団体の交流･連携の促進

２　消費者の組織活動の促進

①消費者と行政との連携３　消費者の意見の反映

基本目標Ⅳ　自主的かつ合理的な選択の機会の確保

〈重点目標〉 〈施策の方向〉

①規格･表示･計量等の適正化１　規格･表示等の適正化

①適正な事業活動の促進

②悪質な事業者の取締り

２　取引における公正･公平の確保

①価格･需要動向の監視

②物価情報の提供

３　公正な価格の形成

①生鮮食料品の安定供給

②大規模災害時等における生活物資等の確保

４　生活必需品の安定供給
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２　基本目標、重点目標と施策の方向

消費生活相談は、消費者被害を防止し、消費者の権利を守り、安全・安心な消費生活を

実現する上で重要です。

県消費生活センターを県内消費生活相談等の中核機関として充実を図るとともに、地域

の消費者問題解決力の強化を図り、被害の未然防止、早期発見、迅速な対応が可能となる

よう、消費者に身近な市町村の相談体制等の充実への支援を行います。

消費生活上特に配慮を要する高齢者、障害のある人、若年者、外国人だけでなく、災害

発生時や感染症拡大時などの混乱した状態では、いわゆる一般的・平均的消費者も悪質商

法や特殊詐欺にあいやすくなることから、それぞれの消費者の特性を踏まえたきめ細かな

対策が行えるよう、福祉関係者や周囲の人などと連携した消費者被害の防止・救済体制が

構築されるよう支援します。

また、食品、多重債務、住宅などの様々な相談窓口の設置や相談会の実施等により、各

種消費者被害からの救済を図ります。

〈重点目標〉

１　消費者被害の防止【重点施策】

身近な市町村で消費生活相談に適切に対応できるよう支援するとともに、高度なノウハ

ウ等を必要とする困難事案への対応については、県内消費生活相談の中核機関として、県

消費生活センターがバックアップするなど、市町村と連携して消費生活相談体制を充実し、

あわせて被害防止のための消費者教育を推進していきます。

また、高齢者等の見守りネットワーク構築など地域の消費者問題解決力の向上を支援す

るとともに、効果的な施策推進のために、消費者教育と消費者被害防止に係る取組の一体

的な推進に努めます。

あわせて、消費者の権利を擁護する制度の普及等により消費者被害の防止を図ります。

〈施策の方向〉①県消費生活センターの充実

県消費生活センターは、県内の消費生活相談窓口の中核機関として、広域的見地や

専門的知識を必要とする相談等に対応するため、研修等による相談員のレベルアップ

や弁護士による法律特別相談などにより、一層の対応機能の充実を図ると同時に、そ

れぞれの市町村の消費生活相談体制の状況に応じて、その充実を支援します。また、「消

費者ホットライン１８８（いやや）」について、関係機関等と連携して一層の周知を図り、

相談窓口の利用促進に努めるとともに、電話での相談が苦手又は困難な方のためにＳ

ＮＳでの相談に対する対応も検討します。

基本目標Ⅰ　消費者被害の防止・救済
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さらに、全国消費生活情報ネットワークシステム（ＰＩＯ−ＮＥＴ：パイオネット）

の活用や弁護士等を交えての研究会の開催等により、相談事例の研究を行い、その成

果を生かした情報提供や消費者教育を行います。

このほか、民法の成年年齢の引下げに向け、消費者教育の拠点として、高等学校や

大学等と連携して若年者の消費者教育を推進しつつ、生徒・学生などの消費者トラブ

ルに対しても、円滑に連携して対応できる関係の構築を進めます。

さらに、障害のある人が、地域で安全安心な消費生活を送れるよう、障害の特性に

配慮した消費者教育教材の開発や講座等に取り組みながら、支援機関等とのネットワー

クづくりを進めます。

〈施策の方向〉②市町村の相談体制充実への支援

消費者に最も身近な市町村の消費生活センターや相談窓口は、地域の消費者被害の

未然防止、救済及び消費者教育の拠点としての役割が期待されています。

そのため、市町村において、消費生活相談や消費者教育の中心となる人材を育成で

きるよう支援するとともに、消費生活センターの設置や専門相談員の配置を働きかけ

ます。

また、市町村での消費生活相談対応力の向上のため、県消費生活センターにおいて、

相談員等のレベルアップ研修等を実施するとともに、困難事案への助言など、それぞ

れの市町村の状況に応じて必要な支援を行います。あわせて、消費者教育コーディネー

ターを中心に、市町村での消費者被害防止のための消費者教育や啓発についての取組

を支援します。

〈施策の方向〉③高齢者等の消費者被害を防止するための地域の見守りネットワーク

　　　　　　　 構築の促進

高齢者等の消費者被害を防止するため、各市町村において、消費者行政部門が福祉

部門や警察等と連携し、地域の関係機関等の協力のもとに、先行する福祉分野の取組

などとの協働に留意しつつ、見守りネットワークの構築が進められるよう支援します。

あわせて、その枠組みを生かした見守る側・見守られる側双方への消費者教育を、講

座等を通じて支援し、地域の消費者被害防止への対応力を高めます。

また、消費者安全法に基づく「消費者安全確保地域協議会」の設置に向けた関係機

関等との調整を促進するなど、市町村・地域の高齢者等の消費者被害防止の取組を支

援します。

〈施策の方向〉④障害のある人の支援ネットワーク構築の促進

地域で障害のある人の安全安心な消費生活を支えるため、消費生活センターと関係

団体等との連携・協働の下に、障害特性に配慮した消費者教育教材を開発し、これら

を活用した講座等に取り組みながら、消費生活相談を含む幅広い支援ネットワークの

構築を目指します。
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〈施策の方向〉⑤若年者の消費者被害防止

スマートフォンやインターネットに起因する消費者トラブルに若年者が巻き込まれ

るのを防ぐため、フィルタリングの設定促進や、スマートフォン等に潜む危険性に関

する情報提供などを通じて、スマートフォン等の適切な利用を推進します。また、若

年者がターゲットとされているマルチ・投資トラブルや就活セミナートラブル等に巻

き込まれないよう、消費者教育や啓発、相談窓口の周知等による支援等を行います。

〈施策の方向〉⑥外国人の消費者トラブルの解決支援

今後も増加が見込まれる在留外国人や訪日外国人に対する情報提供や消費生活相談

の対応を行うとともに、円滑なコミュニケーションを支援するための通訳、翻訳サー

ビスを提供します。

〈施策の方向〉⑦消費者の権利擁護

地域包括支援センターによる高齢者の権利擁護事業の充実や成年後見制度の活用に

より、高齢者及び障害のある人等の被害の防止を図ります。

また、「消費者団体訴訟制度（差止請求・被害回復）」など、適格消費者団体等と連

携して消費者の権利に関する制度の情報提供等を行います。

高齢者等の消費者被害を防止するための地域の見守りネットワークの構築

高齢者、障害のある人、認知症等により判断力に不安がある人などの消費者被害を

防ぐため、地方公共団体と地域の関係者が連携した見守りネットワークの構築を目指

し、県では研修会の開催や担当職員が

地域に出向いてネットワークづくりを

サポートしています。消費者安全法の

改正（平成28（2016）年４月施行）によ

り「消費者安全確保地域協議会」（見

守りネットワーク）を組織することが

可能となったことにより、福祉分野な

どの既存のネットワークと協働して、

地域で高齢者等を見守るための効果的

な取り組みを推進していきます。

© 岡山県「ももっち・うらっち」
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〈重点目標〉

２　消費者被害からの救済

県消費生活センター及び市町村の消費生活センターや相談窓口で消費生活相談を行うほ

か、様々な被害から消費者を救済等するための相談の場を設けます。

〈施策の方向〉①様々な被害からの救済

様々な被害から消費者を救済するために、消費生活相談のほか、住宅リフォーム相談、

貸金業利用者相談、多重債務相談を行います。

特に、多重債務者対策については、国及び県の関係部局、弁護士会、司法書士会及

び事業者団体などで構成する多重債務者対策協議会により、関係機関・関係団体と連

携を図りながら必要な取組を行います。

また、解決困難な相談については、岡山県消費生活懇談会苦情処理部会によるあっ

せん・調停を行うとともに、一定の要件を満たす訴訟には援助も行います。

消費者団体訴訟制度

内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者に代わって事業者に対して訴訟等

をすることができる制度で、「差止請求」と「被害回復」の２つがあります。

⑴　差止請求

内閣総理大臣が認定した適格消費者団体が、不当な勧誘・不当な契約条項・不当

な表示などの事業者の不当な行為をやめるように求めることができる制度（平成19

（2007）年から実施）

⑵　被害回復

多数の消費者に共通して生じた財産的被害について、特定適格消費者団体（適格

消費者団体の中から内閣総理大臣が新たに認定）が、訴訟を通じて集団的な被害の

回復を求めることができる制度（平成28（2016）年10月から実施）

○県内の適格消費者団体（令和３（2021）年３月現在）

　特定非営利活動法人消費者ネットおかやま

　（認定 : 平成 27（2015）年 12 月８日）

　700-0026 岡山市北区奉還町１丁目７番７号　TEL：086-230-1316
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消費者教育とは、消費者の自立を支援するために行われる消費生活に関する教育（消費

者が主体的に消費者市民社会の形成に参画することの重要性について理解及び関心を深め

るための教育を含む。）及びこれに準ずる啓発活動をいいます。（消費者教育の推進に関す

る法律第２条第１項）

自立した消費者であるためには、まず被害にあわない消費者であること、そして合理的

な意思決定ができる消費者であることが必要ですが、消費者教育は、これに加え、社会の

一員として、より良い社会発展のために積極的に関与するという点でも自立した消費者を

育成することを目指します。

また、消費者教育を通じて、加害者になる人を減少させるとともに、消費者として良識

ある行動がとれる人、子どもや高齢者・障害のある人など周囲の見守りが必要な人にしっ

かりと目を向けることができる人を育成することも重要です。

［消費者教育の推進］

消費者が主役となる社会の実現のためには、ライフステージを通じた体系的な消費者教

育が重要であり、消費者教育を担う人材の育成をはじめ、関連する教育との連携や幅広い

情報の共有などを進めていく必要があります。

このため、県消費生活センターを消費者教育の拠点として、同センターに配置した消費

者教育コーディネーターを中心に、多様な主体と連携・協働して、必要な取組を着実に推

進します。

特に、民法の成年年齢の引下げに対応するため、高校生など若年者に対する実践的な消

費者教育に重点を置いて取り組みます。

基本目標Ⅱ　消費者教育の推進

消費者教育コーディネーター

消費者教育コーディネーターは、消費者教育推進の要として、関係する人や情報・

資源などを結び付け、多様な主体の連携・協働を促進することにより、県域の消費者

教育をより良い方向に牽引する役割を担っています。

（主な役割）

○消費者行政と教育行政、消費生活相談現場と教育現場、消費者教育に関するニー

ズと人材や資源などを結び付け、様々な面からの連携・協働を促進する。

○教員や地域の推進役をはじめ県域の消費者教育の担い手を育成・支援する。

○経験やネットワーク等を生かして、消費者教育に係る取組を企画・提案し、実践・

支援する。

○地域における消費者教育の推進に向けて、市町村などの取組に対して、助言・

支援する。
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〈重点目標〉

１　ライフステージに応じた消費者教育の実施【重点施策】

消費者教育は、生涯を通じて、消費生活に関わる実践的な能力を育むことを目指して行

われるべきものです。

このため、幼児期から高齢期までの各ライフステージにおいて、学校、地域、家庭、職

域などの場に応じて、また、年齢や障害の有無などの特性にも配慮して、体系的に消費者

教育を推進します。

〈施策の方向〉①学校教育等での消費者教育の推進

消費者教育については、学習指導要領等に基づき、社会科や家庭科などの教科で実

施するとともに、児童・生徒等のインターネット利用に伴うトラブル等が深刻化して

いる状況等を踏まえ、特別活動等を含む教育活動全体の中で効果的に推進します。

今日、社会で主体的に生きる消費者を育むための教育が求められていることから、学

校等において、国や県が作成した実践的な消費者教育教材を活用した授業等を推進す

るとともに、大学等においては、県消費生活センターが実施する消費者啓発セミナー

などにより、実践的な消費者教育の取組を支援します。

また、こうした消費者教育の取組を通じて、生徒・学生等の実際の消費者トラブル

に対しても、高等学校や大学等と消費生活センター等が円滑に連携して対応できる関

係の構築を進めます。

〈施策の方向〉②地域社会での消費者教育の推進

学校卒業後のライフステージにおいては、地域社会での消費者教育が重要です。

このため、県消費生活センターが実施する消費生活講座や消費者啓発セミナー、岡

山県金融広報委員会が実施する金融広報アドバイザーの派遣などにより、消費者教育

を受ける機会を広く提供するとともに、消費者被害撲滅キャンペーンをはじめ、消費

生活情報誌やホームページ等を活用した啓発活動を推進します。

また、市町村が行う地域コミュニティや社会教育施設等と連携した講座の開催や、高

齢者等の見守りネットワークの枠組みを生かした見守る側・見守られる側双方への教

育・啓発の取組を支援するとともに、世代間の情報格差を解消するため、高齢者等の

情報リテラシー向上にも努めます。

障害のある人の安全安心な消費生活を支えるために、県消費生活センターと関係団

体・支援機関等との連携・協働の下に、障害の特性に配慮した消費者教育教材の開発

や啓発講座等に取り組みます。

さらに、国の施策により急速な普及が見込まれるキャッシュレス化についても、こ

れに関連する被害の防止のための啓発を行います。
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〈施策の方向〉③家庭での消費者教育の推進

家庭では、金銭管理や物を大切に使うことをはじめ、携帯電話やインターネットの

正しい使い方や危険性などについて子どもに身に付けさせることや、学校教育等での

学びを生活の中で定着させる面からも、保護者による教育が重要です。

このため、地域での消費者啓発セミナーの開催や学校の保護者会・ＰＴＡ活動等へ

の講師の派遣などにより、保護者が身近なところで学べる機会、また、子どもと共に

学ぶことのできる機会の充実や情報提供に努めます。

〈施策の方向〉④職域での消費者教育の推進

就職して社会に出ると、主体的に消費活動を行う機会が増えますが、その際、学校

教育の中で得た知識と、社会に出てから必要となる知識は異なる面もあることから、事

業者の従業者に対する消費者教育が求められています。

このため、県では、新入社員研修などに県消費生活センター等から講師を派遣する

など、職域での消費者教育を支援します。

〈重点目標〉

２　若年者への消費者教育の推進【重点施策】

民法上の成年年齢が、当計画の期間中である令和４（2022）年４月から引き下げられます。

これにより、新たに成人となる18歳、19歳の方は保護者の同意がなくても契約が締結でき

るようになる一方で、未成年者取消権が行使できなくなること等から、この年代を狙った

消費者被害の増加等が懸念されます。このため、自主的かつ合理的な意思決定ができる消

費者の育成に向け、高校生を含めた若年者に対する消費者教育を一層強化します。

〈施策の方向〉①成年年齢引下げに対応した消費者教育・啓発の強化

小学校、中学校等の社会科、技術・家庭科、総合的な学習の時間及び高等学校等の

公民科、家庭科、総合的な探究の時間を中心とした教科の授業において、実践的な消

費者教育を推進します。

© 岡山県「ももっち・うらっち」
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実践的な消費者教育教材

○社会への扉（消費者庁作成）

民法の成年年齢の引下げ等に向けて、高等学校段階までに、

契約に関する基本的な考え方や契約に伴う責任を理解すると

ともに、身近な契約等を通じて、社会において消費者として

主体的に判断し責任を持って行動できる能力を育むことを目

的とした教材です。自立した消費者を目指して、12のクイズ

を通じて、学ぶことができます。

○発達段階別消費者教育教材（岡山県作成）

平成27（2015）年度からの３年間で、教育関係者等との協働により、幼児期から高

校生期までの発達段階に応じた消費者教育教材

（紙芝居２種類、授業教材パック５種類）を作成

しました。

関係者で構成する研究会の議論を踏まえ、学校

でのモデル授業等を通じて改良を重ねて完成し、

県内全ての小中高等学校と幼稚園・保育所等に配

布しており、アクティブラーニングにも適した教材（主題は、約束、契約、情報モ

ラルなど）として、学校教育等での効果的な活用を図ります。

○障害のある人向け消費者教育教材（岡山県作成）

障害のある人に配慮した消費者教育教材

として、平成28（2016）年度に、知的障害の

ある人向けに、生活に身近なテーマで分か

りやすい教材（社会生活授業パック）を作

成したほか、平成30（2018）年度に聴覚障害

のある人向けの教材、令和元（2019）年度に

視覚障害のある人向けの教材を作成しまし

た。

○「動画で学ぶ消費者生活」の配信（岡山県作成）

聴覚障害がある方にも学習しやすいよう、

字幕を付けた消費者教育動画を作成し、ユー

チューブで配信しています。
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〈重点目標〉

３　消費者教育を担う人材の育成

ライフステージを通じた体系的な消費者教育を推進するためには、学校、地域、職域な

どの場において、多様な人材が適切に教育に関わっていくことが必要となります。

このため、県消費生活センターを中心に、研修等を通じて、教職員、消費生活相談員、

消費者行政担当職員、消費者団体関係者、福祉関係者など幅広い人材を、その役割に応じ

た消費者教育の担い手として育成するとともに、弁護士や司法書士などの専門家を含め教

育の担い手の間での連携・協働を促進します。

〈施策の方向〉①幼･小･中･高等学校等における教員の指導力の向上

幼・小・中・高等学校等の教員は、児童・生徒が、発達段階に応じて、自ら考え自

ら行動する実践的な能力が身に付くよう、教員自身の指導力の向上を図ることが重要

です。

このため、消費者教育コーディネーターを中心に、教員向けに、実践的な消費者教

育教材を活用した授業等に関する研修を実施するとともに、県や市町村の教育委員会

等とも連携して、教員への効果的な研修等の機会の提供に努めます。

こうした研修等を通じて、実際の消費者トラブルや消費生活センターの役割等に対

する教員の理解を深め、消費生活センターと教育現場との連携を促進します。

〈施策の方向〉②大学等における教職員の指導力の向上

大学等での学生への消費者教育や啓発を効果的に推進するためには、教員や職員に

おいて、消費者問題への理解が図られていることが重要です。

このため、消費者教育コーディネーターを中心に、消費者啓発セミナー等を活用し

た研修等を通じて、学生に対する教職員の指導力の向上が図られるよう支援するとと

もに、学生の消費者トラブルに対して、学生支援部門等が円滑に対応できるよう、大

学等と消費生活センター等との連携を促進します。

〈施策の方向〉③地域人材の育成

地域での消費者教育を推進していくためには、市町村の消費生活相談員や消費者行

政担当職員など中心となる人材が必要です。

このため、消費者教育コーディネーターを中心に、消費者教育の進め方などに関す

る研修を実施するとともに、地域の取組を支援しながら、市町村における消費者教育

の推進役の育成を目指します。

また、地域の消費者団体関係者や福祉関係者等を対象とした講座の実施により、高

齢者等を身近に見守り、啓発することができる人材の育成を図ります。
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〈重点目標〉

４　他の関連する教育との連携

環境教育、食育、金融教育、情報教育などは、それぞれ独自の目的を持っていますが、

消費者としての自立を支援し、また、より良い社会の発展に向けた行動を促すなどの面で、

消費者教育と重なるものです。

そのため、これらの教育と消費者教育との関連に着目し、連携して取り組むことにより、

一層効果的な教育を推進します。

〈施策の方向〉①環境教育との連携

環境教育においては、持続可能な開発のための教育（Education for Sustainable 

Development：ＥＳＤ）の視点を取り入れた教育の実践が重要となっており、環境に対

する知識や考えのほか、社会の多様性や将来に対する責任、資源やエネルギーの有限

性など、自ら考え、自ら行動する人づくりを推進しています。

３Ｒ（廃棄物の発生抑制（リデュース：Reduce）、再使用（リユース：Reuse）、再

生利用（リサイクル：Recycle））の推進など、消費生活での実践につながる環境教育は、

持続可能な社会の形成を目指す消費者教育との関わりが深いことから、その点を意識

して、体験型の環境学習や学校教育における環境教育に取り組むことで、消費者教育

との効果的な連携を図ります。

〈施策の方向〉②食育との連携

食育の取組の中で、マナーの習得、食への感謝の念、地産地消の推進といった取組は、

持続可能な社会の形成を目指す消費者教育の課題でもあります。また、栄養バランス

等の観点から適切な量と質の食事を選択すること、食品の安全性に関する知識と理解

を深めることは、栄養表示を含めた食品表示の適切な理解に向けた消費者教育と密接

な関係があります。

このため、家庭、地域、学校、生産流通などそれぞれの領域において、食育と消費

者教育との効果的な連携に留意して取り組みます。

〈施策の方向〉③金融教育との連携

金融教育の意義・目的は、金融リテラシー（金融に関する知識・判断力）の向上を

通じて、国民一人ひとりが、経済的に自立し、より良い暮らしを可能にするとともに、

健全で質の高い金融商品や金融資産の有効活用を通じ、公正で持続可能な社会の実現

に貢献していくことにあります。

金融リテラシーは、自立した消費生活を営む上で、必要不可欠であり、消費者教育

の重要な要素であることから、金融教育の内容を消費者教育の内容に盛り込むととも

に、金融教育と連携した消費者教育を推進します。
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〈施策の方向〉④情報教育との連携

高度情報通信社会の進展により、電子商取引やＳＮＳによるコミュニケーションな

どが急速に拡大する中、消費生活においても情報化への対応が非常に重要になってい

ます。

今日、便利で安全安心な消費生活を送るためには、生活の中での実践的な能力として、

情報モラルや情報リテラシーを身に付けることが必要となっており、そうした面から、

消費者教育と情報教育が連携していくことが効果的です。

そのため、教員など教育の担い手等が、関連する教科での取組とともに、児童生徒

のネット依存、ＳＮＳトラブル、ネット被害・加害などの「スマホ・ネット問題」へ

の取組を含め、これらに関係する情報（講座・講師派遣、ＷＥＢサイト、教材など）を

広く共有し、有効に活用できるよう努めます。

〈施策の方向〉⑤その他の関連する教育との連携

法教育や国際理解教育は、消費者教育と重なり合う部分が多く、関連して取り組む

ことにより、高い効果が期待できます。

（法教育）

商品・サービスの選択から契約に至る一連の過程の背後には、私法の基本的な考え

方（契約自由の原則など）があり、自立した消費生活を営むためには、その理解が必

要となります。

そのため、法教育の視点を導入して県が開発した消費者教育教材の有効な活用など

により、法教育と連携した消費者教育を推進します。

（国際理解教育）

国際理解教育は、社会経済の国際化の進展に合わせ、海外の文化や外国の人々との

接点を理解し、地球規模の社会問題（環境や資源など）を考えることを狙いとしており、

内外の社会情勢及び地球環境に与える影響を自覚する点で、消費者市民社会の形成に

向けた教育と深く関係していることから、学校教育等における国際理解教育と消費者

教育との連携に努めます。

© 岡山県「うらっち」

−28−

目標と取組第 章3



〈重点目標〉

５　消費生活に関する啓発・情報提供

豊かで安全安心な消費生活のためには、必要な情報が迅速かつ的確に提供されなければ

ならず、消費者教育の推進についても、幅広い情報が提供・共有された上で、有効に活用

できることが必要です。

そのため、消費者や教育の担い手等に対して、適切に情報を提供し、その効果的な活用

が図られるよう取り組みます。

〈施策の方向〉①消費生活に関する啓発・情報提供の充実

消費者被害の未然防止のため、消費生活センターに寄せられる消費者トラブルを様々

な角度から分析し、新聞、テレビ等の広報媒体の活用、チラシ、パンフレットの配布

やホームページ、ＳＮＳ等により、きめ細かな情報を迅速かつ的確に提供します。

また、各種情報を県消費生活センターのホームページ等を通じて広く提供するとと

もに、本県の消費者教育の取組について、講座・講師派遣、ＷＥＢサイト、教材など

に関する情報を集約して、共有と活用の促進を図ります。

岡山県金融広報委員会

岡山県金融広報委員会（事務局：日本銀行岡山支店）は、

岡山県所在の官公庁・金融機関等の代表者や学識経験者等で

構成する委員会です。中立・公正な立場から「健全で合理的

な家計運営」に資することを目的として、県民の皆様に暮ら

しに身近な金融に関する幅広い広報・消費者教育活動を行っ

ています。

〇講演会や勉強会等へ講師派遣（無料）

〇金融経済講演会・セミナーの開催（参加無料）

〇学校における金銭・金融教育をサポート

〇自主的なグループ学習をサポート

〇各種刊行物や資料・ビデオの提供（原則無料）

詳しくは、「知るぽると岡山」をご覧ください。

　https://www3.boj.or.jp/okayama/etc/etc.html
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公正で持続可能な社会を実現するためには、消費者一人ひとりが、人や社会、環境に配

慮した消費行動など、社会の一員として、より良い社会の発展のために積極的に関与する

ことが求められます。

このため、消費者教育での学びを基盤として、消費者意識の醸成を図るとともに、環境

に配慮した消費行動など消費者の主体的な行動を促進するための取組を推進します。

また、消費者の組織的な活動を支援し、消費者団体の交流促進を図るとともに、消費者

の意見を県の施策に適切に反映させていきます。

〈重点目標〉

１　公正で持続可能な社会を目指した消費生活の促進

公正で持続可能な社会を目指して、人や社会・環境に配慮した消費行動である「エシカ

ル消費（倫理的消費）」への関心が高まっています。 

こうした観点から、消費者が、適切に商品やサービスを選択し、環境などに配慮した消

費生活を送ることができるよう、適切な情報提供を行うとともに、事業者や消費者と協働

した実践・啓発運動を展開します。

〈施策の方向〉①エシカル消費（倫理的消費）の普及啓発

公正で持続可能な社会を実現していく上で、消費者の行動においても、人や社会、環

境など、広い視点からの配慮が求められてきており、講座やイベント等を通じて、そ

うした意識の醸成を図ります。

〈施策の方向〉②「もったいない」運動の推進

「もったいない」をキーワードに、廃棄物の発生抑制（リデュース：Reduce）、再使

用（リユース：Reuse）及び再生利用（リサイクル：Recycle）の３Ｒを推進する運動

を展開し、ワンウェイ（使い捨て）プラスチック使用量の削減や「岡山県エコ製品」の

利用促進を図ります。

〈施策の方向〉③地球温暖化防止対策の推進

地球温暖化を防止するためには、二酸化炭素等温室効果ガスの排出量を削減する必

要があります。そのため、エコドライブの推進や低公害車の普及促進に取り組むとと

もに、公共交通の利用促進を図ります。

また、家庭における省資源・省エネルギーに係る取組や新エネルギー導入の促進を

図ります。

〈施策の方向〉④食品ロス削減の推進

まだ食べられるのに捨てられてしまう、いわゆる「食品ロス」については、消費者、

事業者、行政の各主体の役割を明確にするとともに、具体的な削減方策等を示した上で、

関係者間の緊密な連携のもと、削減の取組を推進します。

基本目標Ⅲ　消費者の主体的な活動への支援
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エシカル消費（倫理的消費）

［エシカル消費（倫理的消費）とは］

エシカルとは、英語で「倫理的」という意味で、

国の「消費者基本計画」ではエシカル消費を、「人

や社会・環境に配慮して消費者が自ら考える賢い消

費行動」と表現しています。

消費者庁は、次の５つの行動をエシカル消費の例

として挙げています。

①環境への配慮

・エコ商品、リサイクル製品等を選ぶ

②社会への配慮

・寄付付き商品（売上金の一部が寄付につながる商品）を選ぶ

・フェアトレード商品（発展途上国の原料や製品を適正な価格で継続的に取引

された商品）を選ぶ

③人への配慮

・障害のある人の支援につながる商品を選ぶ

④地域への配慮

・地元の産品を買う（地産地消による地域活性化や輸送エネルギーを削減）

・被災地の産品を買う

⑤生物多様性への配慮

・認証ラベルのある商品を選ぶ（ＦＳＣ森林認証（適切に管理された森林資源

を使用した商品）など）

［ＳＤＧｓとエシカル消費］

ＳＤＧｓの 17 の目標のうち、目標 12「つくる責任　つかう責任」では、持続可

能な消費形態を確保することを目的としており、エシカル消費は、主に、この目標

12 の達成につながるものとされています。

さらに、フェアトレード商品を選ぶことは、目標１「貧困をなくそう」、目標２「飢

餓をゼロに」、目標 10「人や国の不平等をなくそう」など、ＳＤＧｓに掲げられた

多くの目標と密接に関わっています。

※ ＳＤＧｓについては、７ページをご覧ください。

© 岡山県「ももっち・うらっち」

© 岡山県「ももっち・うらっち」
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県内で製造・販売されている使用を促進すべきリサイクル製品等であって、循環

資源の使用率や品質等の基準を満たしている製品を岡山県エコ製品として県が認定

し、ＰＲしています。

岡山県エコ製品

食品ロスの削減の推進に関する法律によ

り、10 月は食品ロス削減月間、10 月 30 日は

食品ロス削減の日と定められています。

県では、食品ロス削減月間を中心に、食品

ロスの削減に関する理解と関心を深めるため

の啓発や情報提供を行っています。

食品ロス削減月間・食品ロス削減の日

エコドライブとは、やさしい発進を心掛けたり、不必要なアイドリングをしない、

不要な荷物をおろすなど、車の運転方法を少し工夫することで燃費を改善させる環

境に配慮した運転のことで、県では、エコドライブの実践に努める運転者を「エコ

ドライブ宣言者」として登録し、環境にやさしい自動車運転の推進を図っています。

エコドライブ

© 岡山県「ももっち・うらっち」

© 岡山県「ももっち・うらっち」
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〈重点目標〉

２　消費者の組織活動の促進

県内の消費者団体は、これまでも環境問題、消費者被害防止や食の安全・安心などの分

野で、学習活動や啓発活動を行い積極的な役割を果たしてきました。

今後も、様々な分野において消費者の組織的な活動を支援するとともに、消費者団体の

交流や連携を促進します。

〈施策の方向〉①消費者団体の活動の促進

消費者団体や消費生活協同組合の活動を支援するとともに、地域で消費者啓発を行

うグループの育成のための講座を開催します。

また、消費者の組織活動の充実などに結び付くようＮＰＯの運営力強化のための支

援を行います。

〈施策の方向〉②消費者団体の交流･連携の促進

消費者被害撲滅のための啓発活動の実施により消費者団体の交流及び連携を図ると

ともに、消費者団体相互の交流の場としてのきらめきプラザや県消費生活センターの

活用を促進します。

〈重点目標〉

３　消費者の意見の反映

消費者や消費者団体等の意見を適切に施策に反映できるよう取り組みます。

〈施策の方向〉①消費者と行政との連携

消費者、生産・流通事業者、学識経験者及び教育関係者を委員とした岡山県消費生

活懇談会や消費者団体等から意見を聴取するとともに、消費者から知事への申出制度

を運用します。

© 岡山県「ももっち・うらっち」
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消費者が、自らの意思に基づき合理的に商品やサービスを選ぶためには、規格や表示等

が適正であること、公正・公平な取引が行われていること、公正な価格であること、必要

な商品やサービスが必要な時に安定して供給されることが重要です。

各種法令に基づいた指導や監視、消費者への情報提供などを行い、自主的かつ合理的な

選択の機会の確保を図ります。

〈重点目標〉

１　規格･表示等の適正化

規格、表示等は、消費者が商品やサービスを選択する際の重要な情報です。法の厳正な

運用により、適正な規格、表示等の促進を図ります。

〈施策の方向〉①規格･表示･計量等の適正化

食品表示法、家庭用品品質表示法、不当景品類及び不当表示防止法、計量法等に基

づく立入検査や指導により、規格・表示・計量等の適正化を推進します。

〈重点目標〉

２　取引における公正･公平の確保

消費者が自主的かつ合理的な選択をするためには、その前提となる取引が公正で、公平

であることが必要です。法の厳正な運用により、取引における公正・公平の確保を図りま

す。なお、特殊詐欺や悪質商法が疑われる事案については、警察や弁護士会等と情報交換

を行いつつ、連携して被害の拡大・再発防止と被害回復に努めます。

〈施策の方向〉①適正な事業活動の促進

特定商取引法、割賦販売法、医療法、介護保険法、建設業法等に基づいて、事業者

の事業活動の指導や監視を行うことにより、適正な事業活動を促進します。

〈施策の方向〉②悪質な事業者の取締り

特定商取引法等に基づき、国や他の都道府県等とも連携し、悪質な事業者に対して

は事業者名の公表も含めて厳しく指導、処分を行います。また、警察により厳正な取

締りを行います。

基本目標Ⅳ　自主的かつ合理的な選択の機会の確保
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特定商取引法

特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を

守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブ

ルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等

の消費者を守るルール等を定めています。

【特定商取引法の対象となる類型】

概　　　　要類　型

訪 問 販 売

通 信 販 売

電話勧誘販売

連鎖販売取引

特 定 継 続 的

役 務 提 供

業務提供誘引

販 売 取 引

事業者が消費者の自宅に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提

供を行う契約をする取引のこと。キャッチセールス、アポイントメ

ントセールスを含みます。

事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の

通信手段により申込みを受ける取引のこと。「電話勧誘販売」に該

当するものを除きます。

事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引のこと。電話をいっ

たん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合に

も該当します。

個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさ

せるかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の取引

のこと。

長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取

引のこと。現在、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、

学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の７つの役務が対象

とされています。

「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引

し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる

取引のこと。

訪 問 購 入 事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引のこと。

消費者庁ホームページより抜粋
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〈重点目標〉

３　公正な価格の形成

公正な価格の形成は、消費者が安心して消費生活を営むために重要であることから、価

格調査や需給状況の調査を実施し、消費者へ情報提供します。

〈施策の方向〉①価格･需要動向の監視

不適正な価格形成により、消費者が不利益を被ることのないよう、必要に応じ、生

活必需品の価格の監視を行います。

〈施策の方向〉②物価情報の提供

物価調査に基づき、物価の変動等について消費者へ情報提供します。

〈重点目標〉

４　生活必需品の安定供給

県民の日々の暮らしに密接に関連する生鮮食料品の安定的な供給のための取組を行うと

ともに、大規模災害時等における生活物資等の確保に努めます。

〈施策の方向〉①生鮮食料品の安定供給

県民に新鮮で品質の高い野菜や果物、肉、魚などを供給するため、生産体制の整備

と価格の安定対策を推進します。

〈施策の方向〉②大規模災害時等における生活物資等の確保

大規模災害時等の緊急時には、関係機関との連携を図り、協定等に基づき食料、生

活用品、医薬品、ＬＰガスなどの生活物資等を確保します。

© 岡山県「ももっち・うらっち」
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安全・安心な商品やサービスの確保は、消費者の生命や身体に関わる根幹の権利といえ

ます。

このため、食品、家庭用品、医薬品、住宅等について安全が確保され、消費者が安心で

きるよう、指導や監視、情報提供などを行います。

安全・安心な商品・サービスの確保のうち、食の安全・安心の確保については、「岡山

県食の安全・食育推進計画」に基づく取組を進めます。

また、施策の実施に当たっては、すべての人に安全・安心で利用しやすい建物・商品・

情報などを提供するユニバーサルデザインの考え方を取り入れます。

〈重点目標〉

１　生産から消費に至る一貫した食の安全確保

食品の安全確保は、消費者にとって最も身近で関係が深く、また、生命や身体の安全に

欠かすことができません。

食品の安全性を確保するためには、生産から販売までのすべての段階において、食品関

係事業者による安全確保の取組が必要になり、そのための施策を推進するとともに、消費

段階においても適切な注意喚起等により消費者の健康被害の防止に努めます。

食品による健康への悪影響を未然に防止する観点から、生産から販売に至る一連の各段

階で科学的知見に基づいた施策を進めるとともに、科学的かつ総合的な施策を進める上で

の基礎となる調査研究や人材育成など、食品の安全性を確保するための体制基盤の充実を

図ります。

また、健康への悪影響が発生した場合には、関係者がそれぞれの役割を果たしながら拡

大防止、再発防止に取り組みます。

〈施策の方向〉①生産段階での食の安全確保

食品が適切な管理の下で生産されるよう、と畜場（とちくじょう）等で処理される

食肉等の衛生管理、ＢＳＥ対策、高病原性鳥インフルエンザ防疫対策など畜産物の安

全確保対策、農産物生産の工程管理や農薬の適正使用など農産物の安全確保対策、貝

毒発生監視など水産物の安全確保対策に取り組みます。

〈施策の方向〉②製造から販売段階での食の安全確保

食中毒の防止、不良食品の排除、適正な食品表示、ＨＡＣＣＰ注による自主衛生管理

の推進などの施策に取り組みます。

注）衛生管理手法の一つで、事業者自らが、食中毒菌汚染等の危害要因をあらかじめ把握（Hazard 

Analysis）した上で、原材料入荷から製品出荷までの全工程の中で、 危害要因を除去させるために

特に重要な工程（Critical Control Point）を管理し、製品の安全性を確保するものです。

基本目標Ⅴ　安全・安心な商品・サービスの確保
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〈施策の方向〉③消費段階での食の安全確保

県民に対して食中毒の予防に関する知識の普及啓発、健康危害情報の提供による注

意喚起、食の安全に関する相談・申出対応などの施策に取り組みます。

食　　品

栄養補助食品、健康補助食品、栄養調整食品の表示がある
ものは、一般食品

機能性の表示ができる食品

参考：消費者庁資料

一 般 食 品

保健機能食品

特定保健用食品（トクホ）

健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められてい
る。表示されている効果や安全性については国が審査を行い、食品ご
とに消費者庁長官が許可している。

事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品。
販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などを消費者庁長官へ
届け出る。消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない。

一日に必要な栄養成分（ビタミン、ミネラルなど）の補給・補完のた
めに利用できる食品。既に科学的根拠が確認された栄養成分を一定の
基準量含む食品であれば、国が定めた表現によって機能性を表示でき
る。届出等は不要。

栄養機能食品

機能性表示食品

医 薬 品

医 薬 部 外 品

食品表示

平成 27（2015）年４月１日に、「食品表示法」が施行されました。

食品衛生法、ＪＡＳ法及び健康増進法の食品表示の規定を統合した一元的な制度に

なり、また、新しく「機能性表示食品」制度が始まりました。
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〈重点目標〉

２　商品（食品以外）・サービスの安全性の確保

県民の暮らしに不可欠な家庭用品、医薬品、住宅等の商品やサービスの安全性を確保す

るため、各種法令等に基づき指導や監視を行います。

〈施策の方向〉①家庭用品等の安全性の確保

有害物質を含有する家庭用品の試買検査や、消費生活用製品、電気用品及び液化石

油ガスの販売業者に対する立入検査等により、家庭用品等の安全性を確保します。

〈施策の方向〉②医薬品等の安全性の確保

医薬品や医療機器などの製造販売業者等に対する立入検査等により、医薬品等の安

全性を確保します。

〈施策の方向〉③サービスの安全性の確保

理容、美容、クリーニング、公衆浴場など生活衛生に係る営業施設の指導監視により、

サービスの安全性を確保します。

〈施策の方向〉④住宅の安全性の確保

住宅の耐震診断の実施や改修の促進、室内空気汚染物質に関する相談の実施、高齢

者等の住宅改造助成の実施、住宅瑕疵担保履行法の普及啓発や住宅等の防犯指針の周

知により、住宅の安全性を確保します。

© 岡山県「ももっち・うらっち」
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〈重点目標〉

３　安心の定着に向けた信頼の確立

消費者は、事業者に比べ情報の質や量、交渉力において不利な立場にあるといえます。

安心な消費生活のためには、その格差の是正を図ることが必要です。

商品・サービスについて、県及び関連事業者自らによる積極的な情報提供を促進すると

ともに、関連事業者と消費者等との情報・意見交換により、消費者の商品・サービスに対

する安心の定着や相互理解を図り、信頼関係の構築に努めます。

〈施策の方向〉①情報の提供

情報社会の現代は、様々な情報が日々飛び交っており、その中には必ずしも正確で

はない情報も存在します。

事業者のコンプライアンス意識の向上を図り、事業者自らが事業活動の自主基準を

公表する活動を支援すると同時に、県民に対して生産履歴や科学的知見に基づく正確

でわかりやすい食の安全・安心に関する情報、製品事故、リコール製品に関する情報

等を、新聞、テレビ、ラジオ、広報紙、県ホームページ、ＳＮＳなど様々な広報媒体

を利用し提供します。

〈施策の方向〉②相互理解の促進

商品等への理解を深めたり、より良い商品等を提供したりするため、消費者と情報

や意見の交換をする事業者の活動や、地域で活躍する食のリスクコミュニケーター注の

支援等を推進します。

注）食品のリスク等に対する様々な関係者の立場、発想、考え方を理解し、それらの関係者と十分な

意思疎通を図ることができ、リスクコミュニケーションを支援、仲介できる能力を有する人のこと

です。県に登録しているリスクコミュニケーターは、それぞれの個性を生かして、食の安全、安心

に関する正しい理解を広める活動をしています。
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３　 計画期間中の重点施策

県が実施する消費生活に関する様々な施策の中でも、消費生活をめぐる諸課題に対応す

るため、特に次の施策に重点的に取り組むこととし、計画期間中の効果検証のための目標

値（P42 別表）を設定します。

◉施策１　消費者被害の防止

消費者に身近な市町村で消費生活相談が適切に対応できる体制づくりを支援します。

また、消費生活上特に配慮を要する高齢者や障害のある人等に対して、それぞれ特性を

踏まえたきめ細かな対策を行います。

（施策例）

　・市町村の消費生活相談体制の充実支援

　・地域における見守りネットワーク構築支援

　・障害のある人に配慮した教材の開発と講座の実施

◉施策２　ライフステージに応じた消費者教育の実施

年齢、性別、障害の有無のほか、消費生活に関する知識の量や情報通信機器の利用状況

などの消費者の特性に配慮しつつ、生涯を通じて、それぞれのライフステージに応じた学

びの機会を提供できるよう取り組みます。

（施策例）

　・ 公民館等での生涯学習活動や企業等との連携による、幅広い層への消費者啓発講座

等の実施促進

　・ 消費者教育コーディネーターを中心に、市町村での消費者教育の推進役の育成と取

組の支援

　・ 地域の見守りネットワークの枠組みを活用した、見守る側・見守られる側への消費

者教育の推進

◉施策３　若年者への消費者教育の推進

民法の成年年齢引下げに向けて、若年者の消費者被害の防止・救済のため、また、自主

的かつ合理的に社会の一員として行動する自立した消費者の育成のため、学校等における

実践的な消費者教育を推進します。

（施策例）

　・学校教育等における実践的な消費者教育教材を活用した授業等の普及促進

　・若年者への消費者教育を担う教員等への研修の実施充実

　・学校・大学等における消費者啓発セミナー等の実施促進

　・ 消費生活相談現場（消費生活センター等）と教育現場（高等学校・大学等）との連

携の強化促進
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（別表）第４次岡山県消費生活基本計画　目標値

重点施策 目標項目 計画策定時 目標値

１

消費者被害の防止

消費生活センター設置市町村の 

県内人口カバー率

85.1%（R２） 90.0%（R７）

消費生活相談員を配置する市町

村数（派遣相談員を含む）

18市町（R２） 27市町村（R７）

消費者ホットライン188の認知度

（「言葉も内容も知っている」）

15.8%（R２） 30.0% （R７）

「消費者安全確保地域協議会」＊1

を設置した市町村の数

４市（R２） 10市町村（R７）

２

ライフステージに

応じた消費者教育

の実施

消費者啓発セミナーの受講者数

（５年累計）

32,711人

（H27～ R元累計）

35,000人

（R３～ R７累計）

見守り力アップ講座受講者数

（５年累計）

2,000人

（５年間の推計）

2,200人

（R３～ R７累計）

３

若年者への消費者

教育の推進

実践的な消費者教育教材＊2を活

用した授業等を実施する公立の

高等学校等の割合

98.4％

（R元）

100%（R７）

＊１　高齢者等の消費者被害防止や被害の早期発見のために、地域の福祉関係者、事業者、警察等が連携して、必

要な情報交換、見守り活動等を行う組織（消費者安全法に規定）

＊２　「社会への扉」（消費者庁作成）及び「発達段階別消費者教育教材」（県作成）・「障害のある人向けの消費者

教育教材」（県作成）
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